
企業版ふるさと納税制度活用の際の注意事項
・江南市へ寄附ができるのは、市外に本社がある企業です。

・税に関する手続や計算は税理士や所管する税務署へご相談ください。

・市から払い込みのための納付書をお渡しします。

・企業様にて納付書を使用して払い込みをお願いします。

・市から受領証を発行します。

・企業様にて受領証を使用して税申告を行ってください。

【 】

江南市　企画部企画課　政策・協働グループ
〒483-8701　愛知県江南市赤童子町大堀９０
TEL / 0587-54-1111（内線312）　
e-mail / seisaku@city.konan.lg.jp

江南市ホームページ（企業版ふるさと納税）
https://www.city.konan.lg.jp/shisei/1004632/1014108.html

・寄附の代償として経済的な利益を受けることは禁止されています。
（広報紙やホームページ等での寄附企業名の紹介は問題ありません。）

寄附の流れ
①　企業様から
　　ご相談、申出

②　市から納付書発行
　　企業様から納付

問い合わせ先

　企業版ふるさと納税制度を活用した税額控除（寄附額の最大６割）により、最大で寄附金額の
約９割が軽減されます。

企業版ふるさと納税の仕組み

③　市から受領証を発行
　　企業様にて税申告

・企業様の意向を確認し、寄附対象事業を選択します。

まずは

江南市企画課に

ご連絡ください

企業負担

約１割



【 】

【 】

【 】

【 】

【 】 【 】

江南市の主な企業版ふるさと納税対象事業（令和７年度）
　国から認定を受けた江南市の地域再生計画「第６次江南市総合計画推進計画」に位置付ける事業が対
象です。掲載以外の事業もありますので、詳細はお問い合わせください。

地域とつくる多様な暮らしを選べる生活都市
～生活・産業・文化の魅力があふれ、選ばれ続けるまち～

地域住民が集い、交流できる場を提供し、
地域の絆を深めていきます。

市民の移動ニーズの多様化や既存の公共交通の課題に対応し、
地域の特性に適した持続可能な公共交通の維持・確保するため
に、地域公共交通計画を策定します。

地域公共交通計画策定事業

児童館（（仮称）多世代交流プラザ）開館準備事業

ふるさと文化の育成等事業を実施して
憩いと交流の場を提供し、地域活性化
に取り組んでいます。

すいとぴあ江南維持運営事業

ＳＤＧｓ未来都市計画推進事業
「江南市SDGｓ官民連携プラットフォーム」で行政と企
業・団体が連携し、地域の課題解決に取り組むことで、
「地域とつくる多様な暮らしを選べる生活都市」の実現
を目指します。

室内に大型遊具を導入した新しい児童館を新設
し、子どもの健やかな成長を支援します。
また、子育て世帯が集い、交流できる場を提供
し、地域の絆を深めていきます。

多世代が集う新しい複合施設「ウィステリアプラザ」
を整備し、多世代の交流の創出、地域福祉の推進を図
ります。

（仮称）多世代交流プラザ整備事業

地域交流センター運営事業

第６次江南市総合計画


